
Ⅵ　肝疾患に関する制度

 

広広島島県県肝肝疾疾患患診診療療支支援援ネネッットトワワーークク  

B 型・C 型肝炎の重症化を防ぐためには、かかりつけ医と専門医の

連携のもと、患者さんが適切な医療を受けることが重要です。 

正確な病態の把握や治療方針の決定には、肝炎治療を熟知した専門

医の関与が不可欠です。一方で、病態が安定している場合や治療に大

きな変化がない場合は、かかりつけ医による診療を中心に行うことが

望まれます。 

そこで、県内全域で病期に応じた専門医療が受けられる医療体制と

して「広島県肝疾患診療支援ネットワーク」を整備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肝炎ウイルス検査で陽性と判定されたら、必必ずず専専門門医医療療機機関関をを受受診診しし

ままししょょうう。専門医療機関は、県ホームページの医療機関一覧を

参照してください。  
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広島県　肝炎医療機関一覧 □
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（（２２））検検査査手手続続ききななどど  
アア　　県県保保健健所所（（支支所所））でで受受けけるる場場合合  

検査を受けたい県保健所（支所）に直接連絡し、予約のうえ検査

を受けてください。検査を受けた県保健所（支所）から、結果の通

知や、陽性だった場合の保健指導があります。 

 

イイ　　委委託託医医療療機機関関でで受受けけるる場場合合  

検査を受けたい委託医療機関に直接連絡し、予約のうえ検査を受

けてください。検査を受けた医療機関から結果の通知があります。

陽性だった場合の保健指導はお住まいの市町からあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

保健指導 
 

個室で行うなど、プライバシーが十分保てる場所で実施します。 

本手帳やリーフレットなどをお渡しし、制度の説明や専門医療

機関への受診勧奨を行います。 

 

肝炎ウイルス検査の申込・お問合せ先 
 
住民健診で受けたい方：お住まいの市町村 

広島市・呉市・福山市以外のお住まいの方 

：県庁薬務課肝炎対策グループ、県保健所(支所) 

広島市・呉市・福山市にお住まいの方：各市担当課  
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